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洋上風力発電関連先行投資者支援事業について

クリーンエネルギー産業振興課

１ 目 的

「能代市、三種町及び男鹿市沖」、「由利本荘市沖」における洋上風力発電事業について、事業者が撤退を

表明したことを受け、先行して設備投資を実施した県内企業を支援することにより、挑戦意欲を維持し、継続

的に洋上風力発電関連事業への参入を促進する。

【県内企業への影響に係るアンケート調査】

（１）回答企業数 ２９８社

（２）影響の有無 ７２社（うち１２社が先行して設備投資等を実施）「影響あり」と回答

２２６社「影響なし」と回答

２ 概 要

先行して設備投資を実施した県内企業の借入金利子の一部を助成する。

・対象期間 令和７年９月～令和８年３月

※ 洋上風力発電事業者が８月２７日に事業の撤退を表明したことから、９月より支援。

※ 当該２海域に係る再公募において事業者が決定するまでの期間を想定。

・補 助 率 １／２（県 １０／１０）

・上 限 額 ２００万円

・件 数 ６件

３ 予算額 ６,０００千円
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公の施設の指定管理者の指定について 

産 業 労 働 部 

 

産業労働部が所管する公の施設のうち、令和８年３月末に指定期間を満了する施設について、秋

田県公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例に基づき、次に掲げる団体を指定管

理者として指定する。 

 

１ 公の施設及び指定管理者となる団体 

 

 

 

 

 

２ 候補者選定委員会の開催 

・開 催 日 令和７年１０月２４日 

・選定委員 ５名（外部委員３名、産業労働部次長、各対象施設所管課長） 

 

３ 審査結果 

各申請団体については、指定管理者の候補者としての適格性を有していると判断された。 

 

（１）秋田県産業振興プラザ 

  ① 評点 

 

 

 

 

 

(単位：点)

設置目的の
効果的達成

効率的な管理
適正・確実な
管理能力

その他設置目的
等に応じた基準

合　計

(配点：30点) (配点：20点) (配点：30点) (配点：20点) (満点：100点)

(公財)あきた企業
 活性化センター

○ 25.0 16.0 27.0 18.4 86.4

県民の平等利用
の確保

施　設　名 指定管理者となる団体 指　定　期　間

秋田県産業振興プラザ （公財）あきた企業活性化センター 令和８年４月１日 ～ 令和13年３月31日 (５年間)

秋田県金属鉱業研修技術センター 　小坂まちづくり（株） 令和８年４月１日 ～ 令和13年３月31日 (５年間)

秋田県勤労身体障害者スポーツセンター （一財）秋田市勤労者福祉振興協会 令和８年４月１日 ～ 令和11年３月31日 (３年間)
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  ② 選定委員会での主な意見 

・ 創業支援室の入居者との日常的な交流、意見交換や満足度アンケート調査の結果等を

踏まえて、サポートを充実させ、利用しやすい環境を整備している。 

・ これまでの着実な運営実績及び施設管理に必要なノウハウを有する人員の配置によ

り、適正かつ確実な管理能力を有すると認められる。 
 
 
（２）秋田県金属鉱業研修技術センター 

  ① 評点 

 

 

 

 
 
  ② 選定委員会での主な意見 

・  金属鉱業研修技術センターのエコタウンセンター活動と協力して金属鉱業に関する情

報提供を行うほか、自社が運営する観光施設への案内、イベントの企画等と連携し、集

客アップを目指す提案内容となっている。 

・  これまでの着実な運営実績及びホテル運営や施設管理に必要なノウハウを有する人員

の配置により、適正かつ確実な管理能力を有すると認められる。 
 
 
（３）秋田県勤労身体障害者スポーツセンター 

  ① 評点 

 

 

 

 
 

(単位：点)

設置目的の
効果的達成

効率的な管理
適正・確実な
管理能力

その他設置目的
等に応じた基準

合　計

(配点：30点) (配点：20点) (配点：30点) (配点：20点) (満点：100点)

小坂まちづくり(株) ○ 25.0 17.6 24.8 16.0 83.4

県民の平等利用
の確保

(単位：点)

設置目的の
効果的達成

効率的な管理
適正・確実な
管理能力

その他設置目的
等に応じた基準

県の重要施策
推進に係る項目

合　計

(配点：30点) (配点：20点) (配点：30点) (配点：10点) (配点：10点) (満点：100点)

(一財)秋田市勤労者
 福祉振興協会

○ 25.2 15.5 24.4 8.5 5.3 78.9

県民の平等利用
の確保
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  ② 選定委員会での主な意見 

・  公の施設の設置目的の効果的達成について、設置目的や理念を理解した管理、利用促

進への取り組みや利用者の意見を反映させた管理運営、サービス向上への取り組みにつ

いて、特に評価が高くなっている。 

・  適正かつ確実な管理を行う能力について、団体の経営状況や実績、管理運営にかかる

経理や技術的な具備、適切な安全管理について、特に高い評価となった。 
 

４ 今後のスケジュール 

・令和７年１２月議会 指定管理者の指定議案を提出、審査 

・令和８年 ２月議会 当初予算案を提出、審査 

・ 〃  ～３月   指定管理者と協定締結 

・ 〃   ４月以降 指定管理業務の開始 

 

秋田県勤労身体障害者  
スポーツセンター  

秋田県産業振興プラザ  秋田県金属鉱業研修技術  
センター (ゴールドパレス ) 
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